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令和３年度集団指導資料（介護保険課） 

 

〈１〉認定期間の半数を超える短期入所サービスの利用について 

居宅サービス計画の作成にあたっては、短期入所サービスの利用日数が、認定有効期間の

おおむね半数を超えないようにしなければならないとされています。 

しかしながら、利用者の心身の状況及び本人、家族の意向に照らし、特に必要と認められ

る場合（例：介護施設入所待ち・在宅生活の維持など）は、認定有効期間の半数を上回る日

数の短期入所サービスを居宅サービス計画に位置づけることも可能です。 

本市では、介護給付適正化の観点から、半数を超える理由について書類による確認を行っ

ていますので、居宅介護支援事業所におかれましては、認定有効期間の半数を超える理由書

（市のホームページからダウンロードできます。）を、原則、認定の有効期間ごとに、有効期

間のおおむね半数を超えると見込まれる月の前月末までに、介護保険課まで提出していただ

きますようお願いいたします。 

 

（参考）指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 第１３条第２１号 

介護支援専門員は、居宅サービス計画に短期入所生活介護又は短期入所療養介護を位置

付ける場合にあっては、利用者の居宅における自立した日常生活の維持に十分に留意する

ものとし、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、短期入所

生活介護又は短期入所療養介護を利用する日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数

を超えないようにしなければならない。 

  

 

〈２〉介護給付適正化事業について 

  介護給付の適正化とは、介護給付を必要とする受給者を適正に認定し、受給者が真に必

要とする過不足のないサービスを事業者が適正に提供するよう促すことです。この取り組

みにより、適切な介護サービスを確保しつつ、介護保険料の上昇を抑制することで介護保

険制度の信頼感を高めるとともに、持続可能な介護保険制度の構築を目指すもので、本市

では、次のような取り組みを行っています。 

 

 １．ケアプランの点検 

    本市では、令和元年度９月から、市内の全居宅介護支援事業所を対象とし、毎年度約

６０事業所における、事前に提出していただいたケアプランの点検事業を実施していま

す。 

    これは、ケアプランがケアマネジメントのプロセスを踏まえ、「自立支援」に資する

適切なケアプランとなっているかを検証確認することで、介護支援専門員の「気づき」

を促すとともに、「自立支援に資するケアマネジメント」とは何かを追求し、その普遍

化を図ることにより健全なる給付の実施を支援するために実施するものです。 
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      また、平成 30 年 10 月から、訪問介護における「生活援助」について、通常の利

用状況からかけ離れた利用回数（※）以上のケアプランについては、利用者の自立支

援・重度化防止や地域資源の活用等の観点から市町村への届出が義務付けられ、その

ケアプランについて地域ケア会議を開催し、多職種協働による検証を行い、必要に応

じてケアプランの是正の促しを行うこととなりました。 

対象となるケアプランがありましたら、「厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介

護を位置付ける場合における居宅サービス計画の届出書」（市のホームページからダウ

ンロードできます。）にケアプランを添付して、ケアプランを作成又は変更した月の翌

月の末日までに介護保険課まで提出してください。 

（※）介護度に応じ１ヶ月あたりの利用回数が下表に示す回数 

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

２７回 ３４回 ４３回 ３８回 ３１回 

 

２．医療・介護突合による給付費点検 

   国保連合会から提供される入院医療給付データに基づく介護給付データとの重複チェ

ックを行っています。重複が疑われる事案については、該当事業所に通知をしています

が、介護給付費の請求前に、あらかじめ重複がないかどうか各事業所にて確認のうえ、

請求をお願いいたします。 

〈事例〉福祉用具貸与費との重複・訪問介護費との重複・施設サービス費との重複 

 

３．縦覧点検 

    平成２５年１０月から、次の４項目について国保連合会委託による縦覧点検を実施し

ています。項目及び主な算定不可理由を記載していますので、報酬請求の際の参考とし

てください。 

縦覧項目 主な算定不可理由 

算定期間回数制限
縦覧チェック 

・居宅支援初回加算について、過去に居宅サービス計画費を算定し
ている。 
・居宅支援退院退所加算について、介護保険施設の入所実績がない。 

重複請求縦覧チェ
ック 

・同一受給者・同一提供年月において、複数サービスの合計日数が
受給可能日数を超えている、または同時算定不可なサービスが存在
する。特に施設系サービス及び短期入所系サービスとの同時算定が
不可であることに注意が必要。 

居宅介護支援請求
におけるサービス

縦覧チェック 

・サービス計画費の請求はあるが、介護サービスの給付実績がない。 

単独請求明細書に
おける縦覧チェッ
ク 

・３０日を超える初期加算を算定している等、１つの請求明細書内
で算定期間や回数の制限を満たしていない。 

 

４．介護給付費通知書 

    介護サービス利用者が受けたサービスの種類（移送支援・住宅改修・福祉用具購入を

除く。）・日数又は回数・サービス費用額・利用者負担額について、介護サービス利用者

全員に、年に４回（５月・８月・１１月・２月）お知らせしています。 
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〈３〉社会福祉法人による利用者負担額軽減制度について 

本市では、低所得で生計困難な利用者を対象とし、介護保険サービスを提供する社会福祉

法人がその社会的役割として利用者負担額を軽減（社会福祉法人が利用者負担額の一部を負

担）することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的として、社会福祉法人

による利用者負担額軽減事業を実施しています。 

 ※利用者が当該軽減制度を利用できるのは、各介護サービスを提供する事業所を運営する

社会福祉法人が、当該軽減制度を実施している場合に限ります。 

 

１．社会福祉法人への補助金について 

当該軽減制度を実施され、法人の軽減総額が、本来受領すべき利用者負担総額の１％

を超えている場合、当該軽減制度を実施した社会福祉法人に対し、その負担された費用

の一部を、公費（市・県・国）で助成しています（毎年度２月頃に補助金申請のご案内を

送付いたします）。 

 
※ 特養の場合、ＢがＡの10％を超えている場合は、超過分も全額公費負担となります。 

※ 軽減総額ＢがＡの１％を超えない場合は、公費助成はなく、全額法人の持ち出しとなります。  

（例）Ａ＝2,000,000、Ｂ＝175,000の場合は、(Ｂ－Ａの1％)×1／2＝77,000円（千円未満は切

捨）が助成されますが、 Ａ＝2,000,000、Ｂ＝18,000の場合は、Ａの1%20,000円を超えない

ため助成されません。 

 

当該軽減制度を実施されていない社会福祉法人におかれましては、本制度の趣旨を何卒ご

理解いただき、ご協力を賜りますようお願いいたします。 

※事前に「社会福祉法人による利用者負担軽減申出書」を長崎県知事及び長崎市長に提出 

していただく必要があります（詳しくは介護保険課までお問い合わせください）。 

 

２．軽減対象者の要件 

ア 生活保護受給者 

イ 市民税世帯非課税であって、下記の要件を全て満たしている者 

①年間収入１５０万円以下（世帯員が１人増えるごとに５０万円加算） 

②預貯金３５０万円以下（世帯員が１人増えるごとに１００万円加算） 

③日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない 

④負担能力のある又は課税されている親族等に扶養されていない 

⑤介護保険料を滞納していない 

ウ 有効期間：毎年８月１日～翌年の７月３１日（毎年更新が必要です）。 
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エ 申請方法：「社会福祉法人による利用者負担額軽減対象確認申請書」及び「収 

入申告書」（市のホームページからダウンロードできます。）に必要事項を記入のう

え、下記の収入や預貯金、扶養状況を確認できる書類①～③全てを添えて、介護

保険課へご提出ください。  

（収入や預貯金、扶養状況を確認できる書類）  

①収入を確認できる書類 → 年金払込通知書、源泉徴収票、給与証明書、

確定申告書の写しなど。  

②預貯金を確認できる書類  →  預貯金通帳（現在の残高が記載されたも

の）。 

③扶養状況を確認できる書類  → 健康保険証など。 

※上記の書類はいずれもコピーで構いません。  

※生活保護を受給されている方は、「社会福祉法人による利用者負担額軽減対象確

認申請書」のみ提出下さい。  

 

３．軽減の対象となるサービス、費用等 

 低所得者（補足給付費受給者） 生活保護受給者 

軽減対象

となる 

サービス 

・訪問介護 

・通所介護 

・（介護予防）短期入所生活介護 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

・夜間対応型訪問介護 

・（介護予防）認知症対応型通所介護 

・（介護予防）小規模多機能型居宅介護 

・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

・看護小規模多機能型居宅介護 

・介護福祉施設サービス 

・介護予防訪問介護相当サービス 

・介護予防通所介護相当サービス 

・（介護予防）短期入所生活介護 

・地域密着型介護老人福祉施設入所者生

活介護 

・介護福祉施設サービス 

 

軽減対象

となる 

費用 

上記サービスに係る１割負担、食費、居住費

（滞在費） 

上記サービスに係る居住費（滞在費）（た

だし、従来型個室、ユニット型準個室、ユ

ニット方個室に限る） 

軽減割合 １／４（老齢福祉年金受給者は１／２） 全額（補足給付の支給後の金額） 

軽減の 

イメージ 

 

 

 

 

 

●（介護予防）短期入所生活介護、地域密着型

介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉

施設サービスの食費、居住費（滞在費）の軽

減については、補足給付費の適用後に、当該

軽減制度を適用。 

 

 

 

 

 

 

●多床室の場合、居住費（滞在費）は補足

給付により支給。 

 

 

対象サービスに 

係る１割負担 

 

食  費  

居住費(滞在費)  

 

 
１/４ 

軽減 

 

対象サービスに 

係る１割負担 
※生活保護 

食  費 ※生活保護 

居住費(滞在費)  

 

 全額軽減 
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〈４〉投票所への外出介助に係る訪問介護等の利用について 

今年７月には参議院議員選挙、来年４月には統一地方選挙（県議選、市議市長選）が執行

される予定となっております。投票所への外出介助については、適切なアセスメントに基づ

くケアプランへの位置付けがある場合は、訪問介護における通院等乗降介助又は身体介護の

算定が可能となっております。 

また、斜面地等に居住され、利用者証の交付を受けている方は、移送支援サービスが利用

できます（訪問介護等の他のサービスとの同時利用はできません）。 

つきましては、要介護者又は要支援者の投票所への移動支援について、ご配慮いただきま

すようお願いいたします。 

 

（参考）厚生労働省作成 介護サービスQ＆A（抜粋） 

１．訪問介護事業所の訪問介護員等が自ら運転する車両を活用する場合 

居宅サービス計画に「通院等のための乗車又は降車の介助」を位置付けるときに、アセスメントが

適当に行われていない場合の取扱について 

「通院等のための乗車又は降車の介助」の単位を算定するに当たっては、適切なアセスメントを通

じて、居宅サービス計画に位置付ける必要があると規定されており、こうしたアセスメントが行われ

ていない場合、「通院等のための乗車又は降車の介助」は不適切な給付として返還を求めるものであ

る。 

 

 【介護報酬通知（平 12老企 36号）・第 2の 2・（7）・⑦】 

⑦「通院等乗降介助」の単位を算定するに当たっては、適切なアセスメントを通じて、生活全般の

解決すべき課題に対応した様々なサービスの内容の 1つとして、総合的な援助の一環としてあらか

じめ居宅サービス計画に位置付けられている必要があり、居宅サービス計画において、 

    ア 通院等に必要であることその他車両への乗降が必要な理由 

    イ 利用者の心身の状況から乗降時の介助行為を要すると判断した旨 

    ウ 総合的な援助の一環として、解決すべき課題に応じた他の援助と均衡していること 

 を明確に記載する必要がある。 

 

利用者から居宅サービス計画に通院・外出介助のみ盛り込むよう希望があった場合、このような計

画を作成することについての可否如何。 

介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成にあたって、利用者の有する能力や置かれている環境

等の評価を通じて、現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができる

ように支援する上で解決すべき課題を把握する事とされている（指定居宅介護支援等の事業の人員及

び運営に関する基準（平成 11年厚生省令 38号）第 13条第 3号）。 

したがって、安易に利用者の希望に応じるのみではなく、日常生活全般を支援する観点から通院・

外出介助以外のサービスの要否についても、利用者等との面接等を通じて十分に検討する必要があり、

また、通院・外出介助を居宅サービス計画に盛り込む場合には、課題の把握・分析の結果やサービス

担当者会議での意見等を踏まえ、利用者の自立支援の観点から必要か否かを検討する必要がある。 

このような居宅介護支援の考え方や、通院・外出介助が必要な要介護者等については通常他のサー
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ビスも必要であること等を踏まえれば、質問のような特定のサービス行為のみを盛り込む居宅サービ

ス計画は想定されない。 

 

通院等のための乗車・降車の介助の前後に連続して行われる外出に直接関連する身体介護（移動・

移乗介助、整体整容・更衣介助、排泄介助等）は別に算定できるのか。 

「通院等のための乗車又は降車の介助」の前後に連続して行われる行為のうち、外出に直接関連す

る身体介護（移動・移乗介助、整体整容・更衣介助、排泄介助等）については、 

・居室内での準備や通院先での院内の移動等の介助など、通院等のための乗降介助の前後に連続して

行われる身体介護の所要時間や内容に関わらず「身体介護中心型」を算定できず、「通院等のための

乗車又は降車の介助」を算定することになる。 

・ただし、要介護 4 または要介護 5 の利用者に対して、通院等のための乗車・降車の介助を行うこ

との前後に連続して、相当の所要時間（20分から 30分程度以上）を要しかつ手間のかかる、外出

に直接関連する身体介護を行う場合に限り、その所要時間（運転時間を控除する）に応じた「身体介

護中心型」の所定単位数を算定できる。この場合には、「通院等のための乗車又は降車の介助」の所

定単位数を併せて算定することはできない。 

 

通院等のための乗降介助の前後に連続して行われる外出に直接関連しない身体介護（入浴介助・食

事介助等）や生活援助（調理・清掃等）は別に算定できるのか。 

「通院等のための乗車又は降車の介助」の前後に連続して行われる行為のうち、外出に直接関連し

ない身体介護（入浴介助・食事介助等）については、その所要時間が 30分～1時間程度以上を要し

かつ身体介護が中心である場合に限り、外出に直接関連しない身体介護及び通院・外出介助を通算し

た所要時間（運転時間を控除する）に応じた「身体介護中心型」の所定単位数を算定できる。この場

合には、「通院等のための乗車又は降車の介助」の所定単位数は算定できない。 

 

 

２．公共交通機関を活用する場合（通院等乗降介助と同様、ケアプランへの位置付けが必要です） 

公共交通機関による通院・外出について 

要介護者又は要支援者に付き添い、バス等の交通機関を利用して移送中の気分の確認も含めた通院・

外出介助を行った場合には、従来どおり「身体介護中心型」を算定できる。なお、タクシーも公共交

通機関に含まれる。 

 

要支援者に対する「通院等のための乗車又は降車の介助」について 

「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定できる利用者は要介護者に限られる。ただし、要支援

者に付き添い、バス等の公共機関を利用して移送中の気分の確認も含めた通院・外出介助を行った場

合には、従来どおり、「（介護予防訪問介護相当サービスの）身体介護中心型」を算定できる。 

 

小規模多機能型居宅介護の訪問サービスには、いわゆる指定訪問介護の身体介護のうち通院・外出

介助（公共交通機関等での通院介助）も含まれるのか。 

小規模多機能型居宅介護の訪問サービスには、いわゆる指定訪問介護の身体介護のうち通院・外出

介助も含まれる。 
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〈５〉事故報告について 

１．報告すべき事故 

本市に報告すべき事故の対象を明確にすることにより介護サービス事業者所からの迅速な報告

に基づく適切な対応を図るため、次のとおり事故報告基準を令和２年５月１２日付けで制定してい

ます。 

 

【事故報告基準】 

事項 事故種別 

サービス提供

に起因するも

ので重大なも

の 

サービス提供(送迎・通院を含む。)時における利用者の事故で、当該利用者

が死亡又は入院に至ったもの若しくは怪我の程度が、骨折、縫合が必要な外

傷又は重体となったもの若しくは誤飲、異食、誤薬、服薬漏れ等により、治

療を要することとなったもの 

離設による利用者の行方不明(概ね 60分以内に発見した場合を除く。) 

虐待 

利用者情報の誤送信など個人情報の漏洩 

職員(従業者)の法令違反・不祥事等のうち、利用者の処遇に影響があるもの 

貴重品、預り金等の紛失、盗難等 

国通知別紙に記載されていないもので、利用者が集団で生活又は利用する対

象サービスにおける感染症や食中毒及び原因不明の健康被害の拡大 

サービス提供

に支障をきた

す設備の不具

合 

受傷者の有無に関わらず火災、爆発事故、天井や壁の崩落等、施設の安全管

理上の事故 

停電又は空調機器、水道設備など利用者の生命、身体に影響を及ぼす設備の

長期間にわたる不具合 

自然災害による施設設備の重大な破損等、サービス提供に影響がある被害 

社会的影響が

大きいもの 

不審者侵入、不審物による被害、毒劇物・危険物の混入による集団健康被害

等、刑事事件となるような事案 

＊上記表のほか、利用者の生命、身体、財産に重大な結果を生じる恐れがある事故 

 

２．事故報告書の提出時期 

 事故発生又は発見後、２週間以内。再発防止策が検討中の場合はその旨記載して提出し、後日、

検討した結果について改めて報告すること。 

※重大事故（死亡事故や交通事故等）及び緊急を要するものについては、発生後、直ちに電話又

は FAXによる第一報を行うこと。 

 

３．事故報告書の提出先 

 事業所の所在地の市町村及び利用者の保険者（異なる場合は双方）へ、郵送又は窓口に直接持参

にて提出する。 

    

４．事故報告書の様式 

 上記事故報告基準にて本市様式を定めているので参照のこと。 
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【報告事項】 

①事業所に係る事項（事業所名、代表者氏名、電話番号） 

②利用者に係る事項（被保険者番号、氏名、年齢、性別、要介護度、保険者名） 

③事故の概要に係る事項（発生又は発見日時、場所、被害の状況、事故の種類、発見時の状況・

経緯 

④事故発生時の対応に係る事項（事業者の対応状況、利用医療機関名、診断名、治療の概要、

入院の有無、家族への連絡状況） 

⑤事故発生後の対応に係る事項（事故の原因分析、再発防止策） 

※誤薬・服薬忘れの場合は薬の名称及び効能、医師の指示内容についても記載すること。 

 

５．その他 

  事故発生後、速やかに利用者の家族、居宅介護支援事業者等にも連絡を行うこと。 

 

（参考資料）事故の状況について 

１．サービス別 

 

サービス種別 

Ｈ ３ ０

年度 

 R１年

度 

 R２年度  R３年度  

感染症

(再掲) 

感染症

(再掲) 

感染症

(再掲) 

感 染

症 (再

掲) 

①訪問介護 21  １２  12  ４  

②訪問看護 1  1      

③通所介護（地域密着型を含む） 160 (1) 174  94  30  

④通所リハビリテーション 38 (1) 3５  20  12  

⑤短期入所生活介護 202 (1) 201  139  69  

⑥短期入所療養介護 1  ３  1  2  

⑦特定施設入居者生活介護 69  ８０  91  40  

⑧介護老人福祉施設 220 (2) 216 (2) 120  87  

⑨介護老人保健施設 119  92  93  70  

⑩介護療養型医療施設(介護医療院) 1  ３  1  1  

⑪認知症対応型通所介護 3  ５  7  2  

⑫小規模多機能型居宅介護 48  4９  42  14  

⑬看護小規模多機能型居宅介護 2  2  4  3  

⑭認知症対応型共同生活介護 183  190  120  62  

⑮地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 74  46  37  2  

⑯定期巡回・随時対応型訪問介護看護   ２  5    

⑰介護予防支援 1        

⑱福祉用具貸与 1        

⑲移送支援         

合計 1,144 (５) 1,111 (2) 786 (0) 398 (0) 

※令和３年度は令和４年１月末日現在 

※感染症には、新型コロナウイルス感染症は含まない 
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２．訪問介護・訪問看護の事故の状況について（令和３年４月１日～令和 4年１月３１日） 

事故発生理由 利用者の状態 発生場所 

転倒・転落 ４ 骨折 ４ 居室  

負傷確認  打撲  リビング  

誤薬・服薬漏れ  裂傷  食堂  

誤嚥  皮膚剥離  廊下  

交通事故  火傷  ホール  

離設  死亡  浴室・脱衣所 １ 

その他  異常なし  トイレ・洗面所  

 その他  事業所の外  

   玄関  

   その他（自宅） ３ 

 

３．通所リハビリ・通所介護・認知症対応型通所介護事故の状況について（令和３年４月１日～令和 4年１月３１日） 

事故発生理由 利用者の状態 発生場所 

転倒・転落 ２９ 骨折 ２６ 居室  

負傷確認 ５ 打撲 ３ リビング ２ 

誤薬・服薬漏れ  裂傷 ６ 食堂 ３ 

誤嚥 ２ 皮膚剥離 １ 廊下 ３ 

交通事故  火傷  ホール １ 

離設 ３ 死亡 １ 浴室・脱衣所 ９ 

その他 ３ 異常なし ２ トイレ・洗面所 ３ 

 その他 ３ 事業所の外 ９ 

   玄関  

   その他 １２ 

 

４．(地域密着)特養・老健・療養型・特定施設事故の状況について（令和３年４月１日～令和 4 年１月３１日） 

事故発生理由 利用者の状態 発生場所 

転倒・転落 １５４ 骨折 １６２ 居室 １２０ 

負傷確認 １６ 打撲 ２ リビング １２ 

誤薬・服薬漏れ １ 裂傷 １７ 食堂 ２０ 

誤嚥 ５ 皮膚剥離 ４ 廊下 １１ 

交通事故  火傷 １ ホール ２ 

離設 ２ 死亡  浴室・脱衣所 ５ 

その他 ２２ 異常なし  トイレ・洗面所 １７ 

 その他 １４ 事業所の外 ２ 

   玄関  

   その他 １１ 
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５．認知症対応型共同生活介護事故の状況について（令和３年４月１日～令和 4年１月３１日） 

事故発生理由 利用者の状態 発生場所 

転倒・転落 ４６ 骨折 ５３ 居室 ３４ 

負傷確認 ４ 打撲 １ リビング ８ 

誤薬・服薬漏れ １ 裂傷 ３ 食堂 ３ 

誤嚥 ２ 皮膚剥離  廊下 ６ 

交通事故  火傷  ホール ２ 

離設 １ 死亡  浴室・脱衣所 ２ 

その他 ８ 異常なし ２ トイレ・洗面所 ４ 

 その他 ３ 事業所の外 １ 

   玄関  

   その他 ２ 

 

 

６．短期入所生活（療養）介護事故の状況について（令和３年４月１日～令和 4年１月３１日） 

事故発生理由 利用者の状態 発生場所 

転倒・転落 ６２ 骨折 ６０ 居室 ４７ 

負傷確認 １ 打撲 ４ リビング ８ 

誤薬・服薬漏れ  裂傷 ２ 食堂 ６ 

誤嚥 ４ 皮膚剥離  廊下 ３ 

交通事故  火傷  ホール  

離設  死亡 ２ 浴室・脱衣所 １ 

その他 ４ 異常なし  トイレ・洗面所 ４ 

 その他 ３ 事業所の外  

   玄関 １ 

   その他 １ 

 

 

 

<６>特定（介護予防）福祉用具の種目の追加ついて 

 「排泄予測支援機器」について、令和４年度より、介護保険の福祉用具販売の新規種目とし

て追加される予定となっておりますが、想定される利用者や福祉用具販売業者が販売にあた

って確認すべき点など、留意すべき事項を整理した国からの通知が R4年 2月末現在、発出

されておりません。 

 国からの通知が発出され次第、詳細な内容等につきまして、別途お知らせいたします。 
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（参考）第 204回社会保障審議会介護給付費分科会資料 
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